
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報 道 関 係 者 各位  

 

「過重労働解消キャンペーン」を１１月に実施します 

～過労死等防止対策シンポジウムや長時間労働の是正等に向けた重点監督等を実施～ 

 

大分労働局（局長 中山
なかやま

 晶彦
あきひこ

）は、「過労死等防止対策推進法」において、過労死等防止啓発

月間とされている１１月に、「過重労働解消キャンペーン」を実施します。 

 

「過重労働解消キャンペーン」概要 

１．無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」の実施 

  過重労働を始めとした労働問題全般にわたる無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」

を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年 10月 18日 

【照会先】 

 大分労働局労働基準部監督課 

  監 督 課 長 瀬戸 邦央 

  監察監督官 高野 聡正 

 電話 ０９７（５３６）３２１２ 

Press Release 

■過重労働解消相談ダイヤル 

  ０１２０－７９４
なくしましょう

－７１３
長 い 残 業

 （フリーダイヤル） 

  ・全国どこからでも、携帯電話やＰＨＳからも無料で利用可能 

  ・匿名での相談も可能 

■実 施 日 時  令和 3 年１１月 6 日（土） ９：００～１７：００ 

■実施労働局   全国８労働局（大分県内の電話相談は福岡労働局で実施） 

 また、10 月 31 日(日)から 11 月６日(土)を過重労働相談受付集中週間として、下記の窓口

にて労働相談等に対応する体制を設けています。 

 過重労働等に関する悩みや疑問について、お気軽にご相談ください。 

  ○ 大分労働局及び各労働基準監督署（開庁時間 平日８：30～17：15） 

  ○ 労働条件相談ほっとライン【委託事業】 

      ０１２０－８１１
は い ！

－６１０
ろ う ど う

（フリーダイヤル） 

     （相談受付時間 月～金 17：00～22：00、土日・祝日９：00～21：00） 

大分労働局 



 

 ２．「過労死等防止対策推進シンポジウム」の開催 

過労死等を防止することへの重要性の関心と理解を深めるとともに、企業における自主

的な過重労働防止対策を推進することを目的として、「過労死等防止対策推進シンポジウ

ム」を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．大分労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問の実施 

   「働き方改革」に積極的に取り組んでいる「ベストプラクティス企業」を大分労働局長

が訪問し、その取組事例を広く紹介します。 

 本年度は、令和３年 11月 17日に「フジボウテキスタイル株式会社 大分工場（大分市大

字生石 961番地）」を訪問することとしています。 

４．労使の主体的な取組を促すための協力要請 

  労使団体に対し、時間外労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組について

協力要請を行います。 

 また、自社の働き方改革などにより、下請等中小事業者に「しわ寄せ」が生じることの

ないよう、傘下団体、企業などへの周知啓発を併せて要請します。 

５．重点監督の実施 

   長時間労働や賃金不払残業が考えられる事業場などへ重点的な監督指導を実施します。 

 

○「過労死等防止対策推進シンポジウム」 

 日時 令和３年１１月１日（月） １４：００～１６：００ 

 場所 全労済ソレイユ カトレア７階 

   （大分市中央町４丁目２番５号） 

 内容 「取材から見えてきた過労死の実態」についての講演 

     （記者・ライター  牧内 昇平 氏） 

   過労死遺族による体験談発表 










